
令和8年度乗務員年間教育指導計画
月別 月間目標 旅客自動車運送事業者が運転者に行う指導項目 会社内実施項目目標

4月
事業用自動車を運転する場合の心構え/生活道

路、春の行楽地、新入生の事故防止
子供の行動特性を理解して運転しよう

旅客自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、旅客を
安全、確実に輸送することが社会的使命であることを認識さ
せるとともに、事業用自動車の運転者の運転が他の運転者
の運転に与える影響の大きさを理解させ、事業用自動車の
運行の安全及び旅客の安全を確保するとともに他の運転
者の模範となることが使命である。

春の交通安全運動開始/健康診断　①厳正な
点呼の実施②アルコ－ル義務化による確認③
免許証の確認④制服の、着帽の徹底⑤マナ－
研修⑥●運輸安全マネジメント発表、労務管理
の知識・全社員対象/ドライブレコーダー

5月

事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を
確保するため遵守すべき基本的事項/生活道

路、春の行楽地、新入生の事故防止
トンネルの危険を知って事故を防ごう

道路運送法に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ル
－ル等を理解させるとともに、これらを遵守した安全な運転
方法についてこれらから逸脱した運転方法に起因する交通
事故の実例を説明することなどにより確認させる。

①安全運転診断の実施②健康診断の結果をも
とにグル－プ（二次検診要の乗務員）、観察・異
常なしに分かれて健康管理についてディスカッ
ション、発表共有

6月

事業用自動車の構造上の特性/疲労運転の防止
/雨の日の事故事例と異常気象時の指示、伝達
の確認/雨の日の事故事例と異常気象時の指

示、伝達の確認
視界を確保し、慎重な運転で事故を防ぐ

事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差（右左折する場
合又はｶｰﾌﾞを通行する場合に後輪が前輪より内側を通るこ
とをいう。）及び制動距離等を確認させるとともにこれらを把
握していなかったに起因する交通事故の実例を説明するこ
と等により事業者自動車の構造上の特性を把握することの
必要性を理解させる。

飲酒運転撲滅強化旬間①死角を目視で確認
のため大型バスを利用した実地訓練③車載の
取扱説明の熟知④冷房シ－ズンイン点検確認
の実施（外部講師：奥羽電装による指導）

7月
乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべ

き事項
炎天下の車両火災を防ごう

加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作を行ったこ
とにより旅客が転倒したなどの交通事故の事例を説明する
ことに等によりこれらの装置の急な操作を可能な限りさける
ことの必要性を理解させる。またこのほか走行中は旅客を
立ち上がらせないこと及びシ－トベルトの着用のＤＶＤ、案
内など乗客中の旅客の安全を確保するために注意すべき
事項を指導する。

夏の交通安全県民運動①車内事故学習例の
学習②シ－トベルト着用アナウンス練習/ドライ
ブレコーダ－による指導

8月

旅客が乗降するときの安全を確保するために留
意すべき事項/日常点検のマンネリ化防止/高齢
者に対する事故防止/路上故障等の点検ミスに
よる故障　　　逆走事故を起こさない　巻き込まれ

ない

乗降口の扉を開開する装置の不適切な操作により旅客が
扉に挟まれた等の交通事故の事例を説明すること等により
旅客が乗降するときには旅客の状況に注意して当該装置し
て適切に操作することの必要性を理解させる。またこのほ
か、周囲の道路状況及び交通状況に注意して安全な位置
に停車させること及び旅客が乗降するときの安全を確保す
るために留意すべき事項を指導する。

①乗降口操作にかかわる事故事例紹介②Ｓ
Ａ・ＰＡでの安全確認③路上乗降時の安全確保
③整備管理者による運行前点検の強化/高齢
者の特性を知る

9月

健康管理の重要性/日常点検のマンネリ化防止/
高齢者に対する事故防止/路上故障等の点検ミ
スによる故障/高齢者の自転車利用特性や夜間

高齢者の行動
高齢者の危険な横断に注意しよう！

疾病が交通事故の要因となる恐れがあることを事例を説明
すること等により理解させ、定期的な健康診断の結果に基
づいて生活習慣の改善を図るなど適切な健康管理を行うこ
との重要性を理解させる。

秋の交通安全県民運動開始①健康診断の完
全受診②生活習慣病の改善③再検査の場合
は個別に健康指導④本間病院看護師による指
導

10月

主として運行する経路又は営業区域における道
路及びに交通の状況/薄暮・夜間時の事故防止
／ヒヤリハットの活用対策/早めのライト点灯

ライトがあたらない暗がりに注意しよう

貸切バスの事業用自動車の運転手にあって主として運行
する経路をあらかじめ把握させるよう指導するとともに、こ
れらの状況を踏まえ、事業用自動車を安全に運転するため
に留意すべき事項を指導する。この場合交通事故の実例
又は自社の事業用自動車の運転手が運転中に他の自動
車又は歩行者と衝突又は接触する恐れがあったと認識した
実例を説明することにより運転手に理解させる。

高齢者の交通事故防止①ヒヤリハット体験の
共有②配車場所の完全把握③進入時の状況
確認、後退誘導の徹底④ドライブレコ－ダ－に
よる指導③山形県内の事故多発ハザードマッ
プ分析④他社経路進入間違い事故例

11月

危険の予測及び回避に緊急時における対応方
法/日常点検のマンネリ化防止/高齢者に対する
事故防止/路上故障等の点検ミスによる故障

危険な「ながら運転」は絶対やめよう

加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作を行ったことにより
旅客が転倒する等の危険、乗降口の扉を開閉する装置の不適切な
操作により旅客が扉にはさまれる等の危険、右左折時における内輪
差及び直前、後方及び左側方の視界の制約など事業用自動車の
様々な危険について危険予知訓練の手法を用いて理解させるととも
に必要な技能を習得させる。また、危険を予測し、回避するための自
らへの注意喚起も手法として必要に応じ、指指し呼称及び安全呼称
するを活用する。

①交差点通過の危険性の周知、安全確認の徹
底②一瞬の判断ミス、脇見運転等の運転ミス
が重大事故に直結③指差確認の徹底/酒田警
察署による指導

12月

運転者の運転適正に応じた安全運転/冬道の安
全運転と対策、飲酒運転の知識/冬季安全運転
の励行とトワイライト運動

　悪質・危険な飲酒運転を「しない・させない」

適正診断の結果に基づき、個々の運転者に自らの運転行
動の特性を自覚させるよう努める。また運転者のストレス等
の心身の状態に配慮した適切な指導を行う。

年末年始輸送安全総点検①運転適正診断に
よる個別指導②運転記録証明書を全社一括取
得し、個別指導⑤SAS/脳ドック/心疾患の検査
（規定に基づく）

1月

冬季道路における安全運転/冬道の運転者安全
指導/一年の総括と反省/過信しない運転操作

視界不良とスリップに注意して運行しよう

冬季における車両の扱いと冬季道路の走行訓練を実施す
る。各種緊急事態（地震・ﾊﾞｽｼﾞｬｯｸ）に対応を身につける。

①タイヤﾁｪ-ﾝ脱着訓練②冬季道路走行訓練③
地震対応マニュアル及びバスジャックマニュア
ルの熟知/栗田指導員による指導

2月

交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的
要因及びこれらへの対処方法/安全性の向上を
図るための装置を備える装置の指導冬道の安全
運転と対策、飲酒運転の知識/冬季安全運転の
励行とトワイライト運動

　生活道路は細心の注意を払って運転しよう

長時間連続運転による過労及び飲酒等の生理的要因並び
に慣れ及び自分の運転技能への過信による集中力の欠如
の心理的要因が交通事故を引き起こす恐れがあることを実
例を説明することにより理解させる。また運転中に疲労や眠
気を感じたときは運転を中止し、休憩するか又は睡眠をとる
よう指導するとともに、飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい
剤の使用を禁止する。安全性の向上を図るための装置を備
える装置の指導

①飲酒運転防止ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-による指導②過労
事故、飲酒事故例の学習③2時間以上連続運
転禁止／ドライブレコーダ－による指導

3月
冬季道路における安全運転/冬道の運転者安全
指導/一年の総括と反省/過信しない運転操作
花粉症対策を万全にして安全運転に取り組もう

緊急時の対応方法を学ぶ（赤旗、三角板、発煙筒）緊急事
態における緊急救命（ＡＥＤ）を身につける。消火器の使い
方

応急用具、非常用信号、AED講習（元救命救急
士）、非常口訓練




